
総
会
終
了
後
の
諸
手
続
き

組
合
Ｑ
＆
Ａ

　

組
合
で
は
、
総
会
終
了
後
に
お
い
て
、

各
種
届
出
や
登
記
等
の
諸
手
続
き
を
行

う
こ
と
が
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。　

　

総
会
議
事
録
の
作
成
や
行
政
庁
へ
の

届
出
、
登
記
申
請
や
納
税
申
告
（
※
）

総
会
に
欠
席
し
た
組
合
員
へ
の
決
議
事

項
の
通
知
や
剰
余
金
処
分
の
振
替
、
脱

退
者
へ
の
払
い
戻
し
、
配
当
金
の
支
払

い
な
ど
、
繁
忙
を
極
め
ま
す
。

　

そ
こ
で
今
号
で
は
、
総
会
終
了
後
の

諸
手
続
き
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
た
め
の

ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
届
出
・
認
可
・
登

記
の
項
目
を
軸
に
整
理
し
て
い
き
ま
す
。

※
通
常
総
会
に
お
い
て
決
算
関
係
書
類
が

承
認
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
前
年
度
の
決

算
が
確
定
し
ま
す
。
決
算
確
定
後
、
所
轄

の
税
務
署
、
県
税
事
務
所
、
市
役
所
等
へ

法
人
税
等
の
税
務
申
告
を
行
い
ま
す
。

■���

総
会
議
事
録

　

組
合
で
は
、
通
常
総
会
終
了
後
に
議

事
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
管
し
ま
す
。

　

総
会
議
事
録
に
は
、
▽
総
会
の
種
類
、

▽
招
集
年
月
日
、
▽
開
催
日
時
及
び
場

所
、
▽
理
事
・
監
事
の
数
及
び
出
席
理

事
・
監
事
の
数
並
び
に
出
席
方
法
、
▽

組
合
員
数
及
び
出
席
組
合
員
数
、
▽
出

席
理
事
・
監
事
の
氏
名
、
▽
議
長
の
氏

名
、
▽
議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を

行
っ
た
理
事
の
氏
名
、
▽
議
長
選
任
の

経
過
、
▽
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ

の
結
果
を
記
載
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
総
会
議
事
録
に
は
、
責
任
の

明
確
化
や
真
正
の
担
保
の
た
め
に
記
名

押
印
を
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
え

ま
す
（
※
）。
な
お
、
定
款
上
に
署
名

又
は
記
名
押
印
を
行
う
旨
の
規
定
が
あ

る
組
合
に
お
い
て
は
こ
れ
を
省
略
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
点
ご

留
意
く
だ
さ
い
。

（
※
）
理
事
会
議
事
録
は
、
総
会
議
事
録

と
異
な
り
、
出
席
理
事
の
署
名
又
は
記
名

押
印
が
、
法
令
で
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り

ま
す
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

■���

決
算
関
係
書
類
の
提
出

　

届
出
で
毎
年
欠
か
せ
な
い
「
決
算
関

係
書
類
」
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
も
本
誌
で
し
ば
し
ば
ご
案
内
し
て

き
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
重
要
な
部
分

（
※
）
で
す
の
で
改
め
て
確
認
し
て
い
き

ま
す
。

※
所
管
行
政
庁
で
は
、
組
合
が
事
業
活
動

を
行
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
決
算
関
係
書

類
の
提
出
の
有
無
に
よ
っ
て
判
断
し
て
お

り
、
３
年
連
続
し
て
提
出
を
怠
る
と
休
眠

組
合
と
み
な
さ
れ
、
解
散
整
理
の
対
象
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
提
出

す
る
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。

　

本
会
の
会
員
組
合
に
お
い
て
は
、
本
会

宛
に
２
部
（
所
管
行
政
庁
用
１
部
、
本
会

控
え
用
１
部
）
を
ご
提
出
い
た
だ
け
れ
ば
、

本
会
経
由
で
所
管
行
政
庁
へ
提
出
い
た
し

ま
す
。

　

決
算
関
係
書
類
は
、
通
常
総
会
終
了

後
２
週
間
以
内
に
所
管
行
政
庁
に
提
出

す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

提
出
書
類
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

❶
中
小
企
業
等
協
同
組
合
決
算
関
係
書

類
提
出
書
❷
事
業
報
告
書
、
❸
財
産
目

録
、
❹
貸
借
対
照
表
、
❺
損
益
計
算
書
、

❻
剰
余
金
処
分
（
又
は
損
失
処
理
）
の

方
法
を
記
載
し
た
書
面
、
❼
事
業
計
画

書
、❽
収
支
予
算
書
、❾
上
記
書
類
を
提

出
し
た
総
会
議
事
録
（
も
し
く
は
謄
本
）

■���

決
算
関
係
書
類
の
保
存
及
び
備
え
置
き

　

組
合
は
、
決
算
関
係
書
類
を
作
成
し

た
時
か
ら
10
年
間
、
当
該
決
算
関
係
書

類
を
保
存
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
組
合
は
各
事
業
年
度
に
係
る

決
算
関
係
書
類
及
び
事
業
報
告
書
を
通

常
総
会
の
日
の
２
週
間
前
の
日
か
ら
５

年
間
、
主
た
る
事
務
所
（
従
た
る
事
務

所
に
あ
っ
て
は
そ
の
写
し
を
３
年
間
）

に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

■���

役
員
変
更
届
の
提
出

　
「
役
員
変
更
届
」
は
、
改
選
の
あ
っ

た
年
に
は
必
要
で
、
定
款
で
定
め
ら
れ

た
任
期
ご
と
に
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

役
員
の
氏
名
や
住
所
、
役
職
の
変
更
、

任
期
満
了
や
辞
任
等
に
よ
る
改
選
（
又

は
再
選
）、
死
亡
や
一
部
補
充
の
場
合
等

も
必
要
で
す
の
で
注
意
し
て
下
さ
い
。

（
変
更
の
日
か
ら
２
週
間
以
内
に
、
所

管
行
政
庁
に
役
員
変
更
届
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。）

　

役
員
変
更
届
に
は
、
定
め
ら
れ
た
様

式
（「
中
小
企
業
等
協
同
組
合
役
員
変

更
届
書
」
＝
本
会
Ｈ
Ｐ
上
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）
に
、
▽
変
更
し
た

事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
役
員
名
簿
新

旧
対
照
表
）、
▽
変
更
年
月
日
、
▽
変
更

理
由
（
※
）
を
記
載
し
た
書
面�

を
添
付

し
、
新
役
員
選
任
の
総
会
・
理
事
会
議

事
録
を
添
付
し
て
提
出
し
ま
す（
２
通
）。

※
変
更
理
由
の
例
＝
「
任
期
満
了
に
よ

る
役
員
選
挙
の
た
め
」
な
ど
。

　

ま
た
、
代
表
理
事
が
変
更
と
な
っ
た

場
合
に
は
、
変
更
登
記
を
行
い
、
現
在

事
項
全
部
証
明
書
も
添
付
し
て
提
出
す

る
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。

　

な
お
、
役
員
全
員
が
再
選
さ
れ
、
一
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庁
の
認
可
を
受
け
て
か
ら
変
更
登
記
を

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
他
、
組
合
員
の
加
入
・
脱
退
に

伴
う
出
資
口
数
や
払
込
済
出
資
総
額
の

変
更
も
登
記
事
項
と
な
り
ま
す
。
な
お
、

出
資
金
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
事
業
年

度
末
か
ら
４
週
間
以
内
に
（
総
会
前
に
）

変
更
登
記
を
済
ま
せ
て
お
く
こ
と
が
必

要
で
す
。

■�
定
款
変
更
の
認
可
申
請
及
び
登
記

　

総
会
で
定
款
変
更
を
議
決
（
特
別
議

決
）
し
た
場
合
に
は
、
所
管
行
政
庁
の

認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
効
力
が
発
生
し

ま
せ
ん
。（
所
管
行
政
庁
の
認
可
を
受

け
た
時
点
で
初
め
て
そ
の
効
力
が
発
生

し
ま
す
。）

　

中
小
企
業
等
協
同
組
合
定
款
変
更
認

可
申
請
書
に
は
、❶
変
更
理
由
書
、❷
定

款
中
の
変
更
し
よ
う
と
す
る
箇
所
を
記

載
し
た
書
面（
新
旧
条
文
対
照
表
）、❸
定

款
変
更
を
決
議
し
た
総
会
議
事
録
（
又

は
謄
本
）
を
添
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す（
３
部
提
出
）。

　

前
述
の
と
お
り
、
登
記
を
必
要
と
す

る
定
款
変
更
を
行
う
場
合
に
は
、
定
款

変
更
認
可
を
受
け
た
後
で
な
け
れ
ば
登

記
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
変
更
箇
所
が
事
業
に
関
す
る

変
更
の
場
合
に
は
、
事
業
計
画
書
と
収

支
予
算
書
を
、
地
区
又
は
組
合
員
資
格

に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
加
入
申
込

者
名
簿
を
追
加
で
添
付
し
ま
す
。

◎
定
款
を
変
更
す
る
場
合
は
、
法
令
と

密
接
に
関
連
す
る
事
項
な
ど
、
そ
の
内

容
に
よ
っ
て
は
総
会
決
議
前
に
行
政
庁

と
の
協
議
が
必
要
と
な
る
場
合
も
あ
り

ま
す
の
で
、
事
前
に
本
会
ま
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
お
問
合
せ
は
、
本
会
設
立

相
談
室
（
担
当=

錦
織
・
鳥
居
・
齊
藤

昇
）
ま
で　

℡	

０
４
３
‐
３
０
６
‐

３
２
８
５

切
の
変
更
が
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、

役
員
変
更
届
の
提
出
は
不
要
で
す
。

■
変
更
登
記
の
申
請

　

登
記
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
変
更
登
記
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。
組
合
で
も
っ
と
も
お
馴
染
み
の
登

記
事
項
な
の
が
、
代
表
理
事
の
変
更
、

主
た
る
事
務
所
の
変
更
、
出
資
口
数
・

払
込
済
出
資
総
額
の
変
更
で
す
。

　

役
員
の
変
更
登
記
で
す
が
、
組
合
の

場
合
は
、
代
表
理
事
だ
け
が
登
記
さ
れ

て
い
る
の
で
、
代
表
理
事
変
更
の
際
に

は
必
ず
登
記
が
必
要
で
す
。（
こ
の
場

合
、
代
表
理
事
留
任
で
も
登
記
上
は
変

更
と
み
な
し
て
、
必
ず
変
更
登
記
を
行

う
必
要
が
あ
り
ま
す
（
※
）。）

（
※
）
代
表
理
事
は
、
総
会
で
選
ば
れ
た
理

事
に
よ
る
理
事
会
で
選
任
さ
れ
ま
す
。
理

事
会
で
選
任
さ
れ
就
任
し
た
後
２
週
間
以

内
に
登
記
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
主
た
る
事
務
所
の
変
更
も
、

移
転
の
日
か
ら
２
週
間
以
内
に
移
転
登

記
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
事
務
所

の
移
転
は
理
事
会
の
議
決
事
項
）。
こ

の
時
、
定
款
上
の
「
主
た
る
事
務
所
」

の
区
域
の
範
囲
を
越
え
て
変
更
す
る
場

合
は
、
予
め
定
款
変
更
が
必
要
で
す
の

で
注
意
し
て
下
さ
い
。
こ
の
場
合
は
、

総
会
の
特
別
議
決
（
前
月
号
参
照
）
に

よ
る
定
款
変
更
を
決
議
し
、
所
管
行
政
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